
 

 

認定こども園移行に関する説明会資料 
 

令和５年９月９日（土）10時～11時 

 

〈説明会の内容〉 

            １．理事長あいさつ 

２．園長あいさつ 

３．「認定こども園」移行について 

            ４．「認定こども園」の利用について 

５．保育利用料について 

             ６．質疑応答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人島根信望愛学園 

益田天使幼稚園 



■幼稚園型認定こども園について 

益田天使幼稚園は、幼児教育をさらに充実させ、就学前の子どもたちにより質の高い幼児教育を提供す

るため、令和 6年 4月 1日より「幼稚園型認定こども園」に移行いたします。 

「幼稚園型認定こども園」は、保護者の就労の有無にかかわらず、２歳児から５歳児までのお子様をお

預かりし、幼児教育・保育を一体的に提供し、保護者の子育てを統合的にサポートすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■認定こども園の利用について 

入園を希望する場合には、保護者の方へ居住地の市町村での認定を受けていただくことが必要となります。 

◇益田天使幼稚園の入園対象には３つの認定区分があります。 

１号認定 

（教育標準時間認定） 

 

満３歳以上の子どもで幼児教育を希望される場合。（保育は必要としない） 

＊1号認定子どもが保育の利用無償化の対象となるためには、 

別途『新２号認定』を受けていただく必要があります。 

２号認定 

（保育認定） 

満３歳以上の子どもで、幼児教育とさらに保育を希望される場合。 

（「保育を必要とする事由」に該当する場合） 

３号認定 

（保育認定） 

４月２日現在、２歳以上満３歳未満の子どもで、幼児教育とさらに保育を

希望される場合。 ＊０、１歳児はありません。 

＊保育を必要とする事由 

    就労(共働き)、妊娠・出産、同居家族の介護、求職活動のため、保護者が家庭で保育できない 

と市町村が認める事由です。 

◇入園手続きについて 

       １号認定  ：１１月１日～ 幼稚園に下記書類を提出 

１． 入園願書 

２． 家庭生活調査票 

３． 教育・保育給付認定申請書兼施設等利用給付認定申請書 

 ＊『新２号認定』の子どもは保育の必要性を証明する書類 

               

       ２・３号認定：１２月１日～ 益田市に下記書類を提出 

         １．教育・保育給付認定申請書 

         ２．入所申込書兼利用調整申込書 

         ３．保育を必要とすることを証明する書類 

         ４．誓約書 
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幼稚園 

●幼児教育 

●３歳～就学前の子ども 

●保育 

●０歳～就学前の保育に 

欠ける子ども 

保育所 

就学前の教育・保育を一体として捉え、 

一貫して提供する新たな枠組み 

就学前の子どもに 

幼児教育・保育を提供 

地域における 

子育て支援 

すべての子育て家庭を 

対象に、子育ての不安に 

対応した相談活動や、 

親子の集いの場の提供 

などを実施 

保護者が働いている、い 

ないにかかわらず受け入 

れて、教育・保育を一体 

的に実施 

認可・認定 

機能 

付加 

機能 

付加 



■「認定こども園 益田天使幼稚園」について 

 ◇定員 

   認定こども園 益田天使幼稚園の定員は、1号、２号、３号認定を合わせて４５人となります。 

 ２歳 ３・４・５歳 

１号（新２号含む） ３５ 

２・３号 ６ ４ 

全体 ４５ 

◇クラス編成 

・1号認定も２・３号認定も年齢ごとに１クラスです。 

・２歳は３歳と合同クラスです。 

２・３歳 もも組 

４歳 すみれ組 

５歳 さくら組 

◇給食 

  ・全園児に対し、園内で調理した給食を提供いたします。 

  ・原則月曜日から金曜日までの週５日となります。 

  ・月に 1回、お弁当の日があります。 

・土曜日の保育を希望する場合はお弁当の持参をお願いします。（２・３号認定） 

◇利用可能な時間 

〈保育標準時間と保育短時間の考え方〉 

保護者の就労、親族の介護・就労等により月当たりの家庭内保育が必要な時間に応じて保育時間

帯を設定します。父母いずれかの家庭保育が必要な時間が月４８時間以上１２０時間未満の場合

は８時間の保育利用が可能です。また、父母いずれも１２０時間以上は１１時間の保育利用が可

能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇生活の流れ 

                       

〈教育標準時間認定〉 

・月 48時間未満の就労等 

・1号認定の申込が可能 

〈保育短時間認定〉 

・月 48時間以上 120時間未満の就労等 

・２号認定(保育短時間)の申込が可能 

〈保育標準時間認定〉 

・月 120時間以上の就労等 

・２号認定(保育標準時間)の申込が可能 

1号認定〈教育標準時間〉 ２・３号認定〈保育短時間〉 ２・３号認定〈保育標準時間〉 

・月～金  8：30～15：30 

 

<預かり保育時間> 

・月～金   7：30～ 8：30 

 15：30～18：30 

・土曜日   8：30～11：30 

 （第 1・3・5） 

 

<長期休暇> 

・月～金  8：30～17：30 

 

・月～土  7：30～18：30 ・月～土  8：30～16：30 

 

<延長保育時間> 

・月～土   7：30～ 8：30 

 16：30～18：30 

48時間 120時間 

＊１号認定の「預かり保育」・「長期休暇」、

２・３号認定〈保育短時間〉の「延長保

育」をご利用の場合は、事前申込と時間

に応じた利用料が必要となります。 

＊すべての園児について「土曜日」の保育

をご利用の場合は、事前申込が必要とな

ります。 

 （１号認定は利用料も必要となります。） 
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◇休業日◇ 

・お盆 

・年末年始 



◇生活の流れ 

   開園 保育標準時間開始  7：30 

 

       保育短時間開始  8：30 

           身支度 

      教育標準時間開始  9：00 

          自由遊び  

            朝礼  10：00 

         クラス活動 

            給食  12：00 

          自由遊び   13：00 

            終礼  14：15 

       降園 自由遊び  14：30 

      教育標準時間終了  15：30 

          自由遊び 

       保育短時間終了  16：30 

          自由遊び 

   閉園 保育標準時間終了  18：30 

 

    ◇１号認定の子どもが利用できるサービス 

   ①通園バス 

   ②預かり保育（申込必要） 

    ・教育時間以外の朝（7時 30分～8時 30分）と夕方（15時 30分～18時 30分）や長期休業日 

と土曜日（第１・３・５）について、希望者を対象にお子さまをお預かりいたします。 

    ・利用時間に応じた利用料が必要となります。 

    ・就労等の要件に該当される方は、利用料の一部が無償となります。 

     （新２号の認定が必要となります。） 

   

◇２・３号認定の子どもが利用できるサービス 

   ①延長保育（申込必要） 

    ・２・３号認定の保育短時間のお子さまは保育時間以外の朝（7時 30分～8時 30分）と 

夕方（16時 30分～18時 30分）延長保育が利用できます。 

    ・利用時間に応じた利用料が必要となります。 

   ＊２・３号認定の子どもは通園バスの利用はできませんので、ご注意ください。 
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◇利用者負担額（R5.9.9現在予定） 

        

 保育料 給食費 預かり保育 

１号認定（4/1時の年齢）    

 ３歳～ 無償 3,800円 

（８月除く） 

有償 

 ２歳～ 18,700円（３歳誕生日前日から無償） 3,800円 

（８月除く） 

有償 

（新２号認定）    

 ３歳～ 無償 3,800円 

（８月除く） 

無償 

２号認定（4/1時の年齢）    

 ３歳～ 無償 5,130円 

（おやつ代含む） 

無償 

 ３歳誕生日前日～年度末まで 有償（所得により市町村が決定） 5,130円 

（おやつ代含む） 

保育料に含む 

３号認定（4/1時の年齢）    

 ２歳～３歳の誕生日前々日 有償（所得により市町村が決定） 5,130円 

（おやつ代含む） 

保育料に含む 

 

 ・２・３号認定保育短時間のお子さまの延長保育は有償となります。 

 ・給食費の主食費、副食費については以下のとおりです。 

１号認定    主食費 420円、副食費 3,380円 

２・３号認定  主食費 480円、副食費 3,890円 + おやつ代 

   ＊国や益田市の支援策により副食費が免除となる場合があります。 

 ・この他に施設設備費（1,000円）、スクールバス費（利用者のみ：往復 3,600円・片道 1,800円） 

保護者会費（900円）が必要となります。 

 

◇Ｑ＆Ａ 

 Ｑ１）在園児は、こども園に移行しても継続して利用できますか。 

  Ａ１）認定こども園は、保護者が働いている、いないにかかわらず利用が可能ですので 、 

    在園中に認定こども園へ移行しても継続利用できます。 

  

 Ｑ２）認定こども園になることのメリットはなんですか？ 

Ａ２）認定こども園は、保護者が働いている、いないに関わらず利用できます。また、幼児教育・ 

保育を一体的に提供することで、保護者の子育てを統合的にサポートすることができます。 

 

 Ｑ３）１号認定の子は、夏休み等（長期休暇）も利用できますか。 

 Ａ３）今までどおり、預かり保育の利用が可能です。時間に応じた利用料が必要となります。 

    希望すれば給食も提供いたします（有料）。 

 

 Ｑ４）今までの幼稚園の形態から子ども園に変わる事により無くなる事や縮小される事（教育の面や

行事など、それに伴い親の参加の有無など）はありますか。 

 Ａ４）今までの益田天使幼稚園の教育が変わることはありません。 

行事などの縮小や変更なども考えておりません。 
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